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令和８年度施政方針 

 

本日、中井町議会令和８年第１回定例会に際し、令和８年度中井町当初予算案を

ご審議いただくにあたり、町政運営に臨むわたくしの施政方針と施策の大綱を申し

述べ、ここにお集まりの議員各位をはじめ、町民の皆様のご理解とご協力を賜りた

いと存じます。 

 

令和８年度から始まる第七次中井町総合計画は、地域幸福度とも訳される、ウェル

ビーイング指標を用い、中井町ならではの幸福を感じられる、特徴的な５つの指標か

ら、５つの方向性を導き、それに、行政改革大綱、行政ＤＸの推進などの、行政の方

向性を加え、６つの施策分類の基礎としました。さらに、ウェルビーイング指標をＫ

ＰＩとして評価の指標にも活用する、全国でも初めてと言える総合計画となり、これ

により「見える化」することができた町民の幸せを第一に、ひとだすけからまちづく

りまでを、総合的に行う仕組みが生まれたと考えます。 

令和７年度は、第六次中井町総合計画の最終年度として、できることをやりきる１

年として取り組みを加速する中、わたしにとって４度目となる令和８年度当初予算案

は、12 月議会でご議決いただいた、この第七次中井町総合計画の理念と合わせ、町民

の皆様の求めと行政の課題を、先延ばしすることなく、計画性をもって適時的確に取

り組む行政姿勢が、浸透、充実した予算として、手応えを感じています。 

また総合計画と同時にスタートする「なかい教育ビジョン」では、町の宝である、

中井っ子をどう育むかを主題に、今後の学校のあり方を重点課題の一つにしており、

向こう３か年を目処に方向性を明確化したいと記しています。 

一方、２年来、役場周辺拠点整備と合わせて取り組んできた生涯学習融合施設建設

事業については、慎重なご意見や再考を求める声が数多く寄せられました。すでに議

会にも町民の皆様にもお知らせしたところですが、町として「立ち止まる」決断をし、

当初予算計上を見合わせました。改めて、本事業を新たに設置する検討委員会で検証

いただき、事業のあるべき姿を整理してまいります。情報共有、町民合意については

大事な課題として、持続可能な自治体運営に生かし、小規模自治体だからこそできる

あり方を皆様と共に追い求めていきたいと存じます。 

転じて、我が国の経済情勢は、緩やかな回復基調にあるとされますが、米国政権の

関税動向や慢性的な人手不足などの下振れリスクも抱えています。 



2 

それらを含めて、第七次中井町総合計画の町の将来像である「町民が幸福を実感で

きる なかい 里都まちで『よく生きる』」を冠し、ご提案する予算案は、その実現

に向けて設定した６つのまちづくりの方向性を軸とし、将来世代への過度な負担を残

さない持続可能な自治体運営と、財源の計画的な活用による負担の平準化、長期視点

での需要見通しを重視し、物価高騰・人件費上昇等も含め社会経済情勢の変化や住民

ニーズに柔軟に対応し、多様な課題や新たな行政需要に見据えながら、優先順位を見

極めたメリハリのある予算編成を行っています。 

 

当初予算額は、一般会計予算が 51 億 5,640 万円、前年度対比１億 9,190 万円、

3.9％の増で、平成６年度の 52 億円以来の規模となり、特別会計などを含めた予算総

額は 83 億 2,044 万５千円と、前年度対比２億 9,840 万８千円、3.7％の増で、過去最

大となりました。 

一般会計の歳入にあっては、町税では、個人町民税・法人町民税ともに増加し、4.3％

の伸びが見込まれているほか、地方特例交付金や諸収入の減少はあるものの、国庫支

出金や県支出金、寄附金は増加となり、令和７年度に比べ全体で増収しており、なお

不足する財源には、町債の借入、財政調整基金からの繰入れにより収支の均衡を図り

ました。 

歳出では、性質別で見てまいりますと、財政硬直化の要因になるといわれる義務的

経費において、公債費は減少するものの、職員人件費全体の増により、人件費で6.4％、

自立支援給付事業などの増に伴い、扶助費で 16.8％、それぞれ伸びが見込まれてい

ます。また、投資的経費の占める割合は前年度対比 1.3％の増となりますが、各小中

学校の学校体育館における空調設備の整備などの普通建設事業費を見込んでいます。 

 

つづいて、主な重点施策・事業につきまして、第七次中井町総合計画の６つの方向

性（よく暮らす・よく働く・よく学ぶ・よい心身・よい繋がり・よい行政）を軸に、

ウェルビーイングの実現に資する事業を体系別に順次ご説明いたします。 

 

「未来に引き継ぐ自然・環境、安心・安全」を目指す、第一の方向性「よく暮ら

す」では、まず、里山の自然との共生を進め、竹害対策の推進と竹林整備の担い手

育成を通じて、地域資源の有効活用を図ります。また、防犯灯の適切な維持・管理

と主要交差点への防犯カメラ設置、関係団体による防犯パトロールの実施などによ
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り地域の防犯体制を整備し、安心して暮らせる地域づくりに努めます。さらに、防

災強化を通じた安全・安心なまちづくりを目指して、防災資機材等の整備や危険ブ

ロック塀等安全対策補助事業を引き続き実施するとともに、地区防災計画の作成支

援や各種防災訓練の実施、県の事業主体と連携した急傾斜地崩壊対策などを通じ

て、防災対策を進め、自然環境を守りつつ住みよい生活環境を確保してまいりま

す。 

 

「活力ある地域経済・まちづくり」のための、第二の方向性「よく働く」では、

道路や橋りょうなどのインフラ基盤の整備やインター周辺土地の有効活用を通じて

経済基盤を強化するほか、新規就農される方への支援を増額するなど農業の振興を

図ります。また、ふるさと納税の推進や美・緑なかいフェスティバル、竹灯篭の夕

べなどのイベントを通じて、地域資源の情報を積極的に発信し地域の活性化を図り

ます。そのほかに、広域的なごみ処理施設の整備や中井中央公園のローラー滑り台

などの施設整備を実施し住環境を整えるとともに、公共交通の充実としてオンデマ

ンドバスの運行を継続し、地域公共交通の再構築を進め、移住定住の促進として、

空家等対策計画に基づき空き家の適正管理や利活用を推進し、空き家購入者や子育

て世帯・若年夫婦世帯の住宅取得費への支援を引き続き実施するなど、地域産業の

振興と雇用機会の創出を支援し、町の活力を高める取り組みを総合的に推進しま

す。 

 

「自分らしくあるための学びと自己実現」を誰もが享受する、第三の方向性「よ

く学ぶ」では、なかい教育ビジョンの実現に向け、学校の在り方を議論する検討組

織を設置して教育の未来像の具体化を図ってまいります。また、ICT教育の推進を進

め、端末の更新計画を着実に実行し、児童・生徒一人ひとりがICTを効果的に活用で

きる環境を整備します。さらに、町内小中学校体育館への空調機設置を通じて児

童・生徒の熱中症対策と災害時の避難所機能強化を図るほか、中村小学校における

国際教室の開設と日本語支援、通訳・相談体制の充実を通じて、外国につながりの

ある児童・生徒の教育環境を整えます。加えて、学校給食費の無償化を継続するこ

とで、子育て家庭の経済的負担を軽減するとともに、学校給食センターの調理室床

のドライ化改修を実施し、衛生的な調理環境を構築します。また、スポーツ振興を

図り、学校部活動においては、本格的に地域の団体が主体となる地域クラブ活動へ
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展開してまいります。そのほか、五所八幡宮祭礼の調査、デジタル郷土資料館の情

報更新、えんじゅの木の保存業務、文化遺跡を巡るウォーキングの開催等により、

町の文化資源への関心を醸成し、これらの施策の推進を通じて、こどもから大人ま

で多様な学びの機会を広げてまいります。 

 

 「心と身体の健康を育み守り合う」、第四の方向性「よい心身」では、加齢によ

る難聴改善のため補聴器購入費の助成を、対象者の範囲を拡大して実施すること

で、高齢者の社会参加を促進します。少子化対策事業として、若年夫婦世帯等へ新

生活の経済的負担を軽減する目的で補助を実施し、放課後児童健全育成事業では利

用者の増加を受けて受入体制の充実を図ります。加えて、中井町こども家庭センタ

ー（なかいネウボラ）では、相談支援の専門員を配置し、子育て・子育ち等の相談

支援体制を強化するとともに、子育て支援センター運営事業では、土曜開設を令和

８年度から本格運用により拡充し、妊娠・出産包括支援事業では、紙おむつ購入費

補助や移動助成など子育て家庭への経済的支援をするなど、妊娠・出産から子育て

まで切れ目のない支援を実施してまいります。そのほか、定期予防接種に加え、高

齢者肺炎球菌ワクチンなどの実施や新型コロナワクチン、帯状疱疹予防接種費用の

助成などを実施します。これらの施策の推進を通じて、住み慣れた地域で健康で安

心して生活できる充実した福祉や子育て環境を整えてまいります。 

 

「緩やかな人の繋がり、地域の繋がり」を確かにする、第五の方向性「よい繋が

り」では、地域単独医療費助成事業におけるオンライン資格確認のためのシステム

改修や災害時等の避難行動要支援者名簿・個別避難計画を管理するための地域福祉

支援システムの導入などを通じて、地域福祉の実効性を高め、支援体制を強化しま

す。また、第８期障がい福祉計画などを策定し、障がい者福祉の充実に努めます。

そのほか、通訳支援・日本語学習支援を充実させ、外国につながりのある児童・生

徒、その家庭に対し学習・生活面においてサポート体制を拡充するとともに、新た

に相談業務通訳支援を実施し、町内在住の外国人の地域参加を促進します。こうし

た取り組みを通じて、地域福祉の充実と多様性を尊重する共生社会を推進し、誰も

が支え合える地域づくりを図ってまいります。 

 

「町民の『よく生きる』を支える町行政」が取り組む、第六の方向性「よい行
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政」では、行政ＤＸを推進し、テレワーク・オンライン会議、キャッシュレス決済

の導入、生成AIサービスの活用に加え、統合型・公開型GISの稼働などのほか、電算

システムの共同運用による経費削減や公金収納・公文書のデジタル化などにより、

町民サービスの向上と庁内業務の効率化、業務の高度化を図ります。広聴事業で

は、カフェミーティングやわたしの提案などにより町民の意見を広く把握し、広報

事業ではホームページやSNSによる迅速な情報発信に努めるとともに、デジタルデバ

イド対策として、引き続きスマホ相談窓口を開設するほか、シティプロモーション

事業として、気象・暮らし・ コミュニティ情報 を発信する動画の作成などにより

効果的な魅力発信を行い、シビックプライドの醸成や、町のイメージアップと認知

度向上を図ってまいります。また、職員人材育成を通じて、職員のウェルビーイン

グの向上と町を支える効果的な人材育成を図るほか、県内の大学やその学生と連携

し、知見や発想等を活用した事業の展開や、企業版ふるさと納税制度を活用し町の

地方創生事業を推進します。 

さらに、第七次中井町総合計画が目標とする町民のウェルビーイングを実現して

いくため、ウェルビーイング実感指標・施策指標に対する意見を把握・分析し、効

果的な取り組みを継続的に改善していきます。そのほか、公共施設長寿命化計画に

基づく庁舎・公民館・学校などの大規模修繕を進め、安全に利用できるよう施設機

能等を維持してまいります。これらの施策を通じて、町民サービスの質を高めつ

つ、庁内の業務効率と財政健全性の両立を実現します。 

 

以上、重点施策・主要事業について申し述べました。 

 

さて、これら事業等にかかる予算を、歳出の科目別でみますと、構成割合では、

社会保障費の伸びの影響などにより民生費が全体の 29.2％と最も高く、次いで教育

費の 18.6％となっております。 

対前年度の伸び率では、教育費で、各小中学校の学校体育館空調設備整備を含む

学校管理事業費や ICT 教育推進事業費の増などにより、前年度対比１億 7,641 万２

千円、22.5％の増、民生費で、自立支援給付事業費や教育・保育支援事業費の増な

どにより、前年度対比 9,601 万円、6.8％の増となったほか、総務費では、町村情報

システム共同運営事業費の減などにより、前年度対比 8,910 万６千円、8.6％の減、

土木費では、橋りょう維持事業費の減などにより、前年度対比 953 万６千円、1.3％
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の減などとなりました。 

歳入では、全体の 55％近くを占める町税で、物価高騰などに伴う社会経済情勢の

変動はあるものの、賃金の上昇や町内企業の好調な業績の影響などを勘案し、前年

度対比 4.3％増となる 27 億 7,125 万７千円を見込んだほか、地方譲与税、各種交付

金及び地方交付税については、近年の実績などを踏まえて、歳入全体の 13.3％とな

り、６億 8,071 万８千円、前年度対比 10.3％の増を見込みました。 

国・県支出金については、障害者自立支援給付などの扶助費や学校体育館の空調

設備設置等工事に係る対象経費の増などに伴い、前年度対比 18.1％の増となる８億

9,426 万４千円となりました。 

諸収入については、デジタル基盤改革支援補助金やスポーツ振興くじ助成金の減

などにより、6,887 万１千円、前年度対比 54.1％の減となりました。 

なお、不足する財源については、事業債の活用や財政調整基金の繰入れにより収

支の均衡を図りました。 

 

引き続き、特別会計予算、企業会計予算についてご説明します。 

 

まず、「国民健康保険特別会計予算」について、ご説明いたします。 

国民健康保険制度は、被保険者の年齢構成が高く医療費水準が高いという構造的

な課題を抱えるため、逐次、法改正が行われております。また、令和８年度から子

どもや子育て世帯を全世代・全経済主体で支えあう新しい仕組みとして、国民健康

保険税とあわせて納めていただく子ども・子育て支援金制度が開始されます。 

令和８年度の当初予算総額は、10 億 4,428 万円３千円で、前年度対比 0.2％の増

となりました。歳入の国民健康保険税では、前年度対比 9.7％の増、歳出の保険給

付費では、前年度対比 2.6％の減となりました。 

生活習慣病の発症や重症化は、加齢や生活習慣等の影響を大いに受けるため、働

き盛り世代の健康づくりの重要性が高まっています。引き続き、適切な受療や生活

習慣の改善等の行動変容を促すことに加えて、特定健康診査の受診率向上対策に取

り組むとともに、受診結果やレセプト情報などを活用することで健康課題を明確に

し、効果的かつ効率的な国民健康保険事業を進めてまいります。 

 

つづいて、「介護保険特別会計予算」について、ご説明いたします。 
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第９期介護保険事業計画の最終年となる令和８年度について、介護給付等各種サー

ビス利用者のピークが見込まれる 2040 年に向け、安定的な介護保険制度の運営を図

るとともに、介護予防・健康づくり推進を含めた地域包括ケアシステムの一層の充実

など、持続可能な体制を保つため、第 10 期介護保険事業計画の策定を図りつつ、適

切な保険給付体制の維持や、介護予防・認知症対策、包括支援センター運営などの各

種事業を推進するべく、当初予算を編成いたしました。 

令和８年度の歳入歳出予算の総額は、10 億 4,676 万円で、前年度対比 3.4％の増と

なりました。 

 

つづいて、「後期高齢者医療事業特別会計予算」について、ご説明いたします。 

後期高齢者医療制度では、県内全ての市町村が加入する神奈川県後期高齢者医療広

域連合が主体となり、市町村と連携しながら制度運営をしています。被保険者数の増

加に伴い、医療給付費についても増加傾向であることから、予算規模が拡大している

状況です。 

後期高齢者医療保険料につきましては、制度の安定した財政運営を図るために、２

年単位での保険料率改定を実施しており、令和８年度は保険料率の改定が予定されて

います。また、全世代で子育て世帯を支え合う仕組みとして、医療保険料とあわせて

納めていただく子ども・子育て支援金制度も開始されます。 

令和８年度の歳入歳出予算の総額は、２億 5,760 万４千円で、前年度対比 18.0％

の増額となりました。 

歳入では、被保険者数の増加、保険料率の改定及び子ども・子育て支援金制度の開

始により、保険料は前年度対比 17.5％の増額を見込み、一般会計繰入金は法定負担

割合に応じた額を計上いたしました。歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金が前

年度対比 17.9％の増額となりました。 

健康寿命の延伸に向けて、引き続き関係課や医療機関等と連携しながら、医療と介

護予防の一体的な健康づくり事業を進めてまいります。 

 

つづいて、「下水道事業会計予算」について、ご説明いたします。 

本年度の業務予定量は、排水戸数 2,597 戸、年間有収水量 100 万立方メートルを見

込みました。 

収益的収支について、収入では下水道事業収益の根幹をなす下水道使用料について、
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全体として節水意識が高まっており多量排水者である一部企業の使用水量が減って

いるため、営業収益を前年度対比 2.0％減で計上しました。営業外収益は、一般会計

補助金、国庫補助金等の減少により前年度対比 5.0％減で計上しました。その結果、

下水道事業収益は前年度対比 4.4％減となりました。また、支出においては、総係費、

減価償却費、企業債利息等が減少しているため、下水道事業費用は前年度対比 5.1％

減となりました。 

 次に、資本的収支について、収入では企業債、国庫補助金等を計上し、支出では、

ウォーターPPP 導入可能性調査業務委託費、六斗山地区改築工事費、マンホール改築

工事費、流域下水道建設負担金、企業債償還金等を計上しました。 

 資本的収入が資本的支出に対して不足する額は、損益勘定留保資金のほか減債積立

金及び建設改良積立金の取り崩しなどにより補填するものです。 

 下水道事業については、引き続き財政収支を正確に見極め、健全で安定的な運営に

努めてまいります。 

 

つづいて、「水道事業会計予算」についてご説明いたします。 

本年度の業務予定量は、給水戸数 4,231 戸、年間総給水量 1,853 千立方メートルを

見込みました。 

収益的収支について、水道事業収益の根幹をなす水道料金は、物価高騰が続く中、

節水意識が今まで以上に高まり、また大口利用企業の水需要の落ち込み等によって減

収が考えられることから、収入は前年度対比 1.3％の減で計上いたしました。また、

支出においては、水道施設の修繕や工事により固定資産の減価償却費が増額しており

ますが、水道事業経営戦略の改定が終わったことなどから委託料等が減少したため、

前年度対比 4.1％の減で計上いたしました。 

次に、資本的収支について、支出では、久所地内送配水管撤去及び舗装復旧工事の

ほか、ウォーターPPP 導入可能性調査委託、企業債元金償還金などを、収入では補助

金、及び企業債を計上いたしました。 

資本的収入が資本的支出に対して不足する額は、損益勘定留保資金のほか、減債積

立金及び建設改良積立金の取り崩しなどにより補填するものです。 

水道事業については、引き続き安全・安心な供給に努めてまいります。 

 

以上、令和８年度の一般会計、並びに特別会計３会計、及び下水道事業会計・水
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道事業会計の施策の大綱と当初予算の概要について申し述べました。 

よろしくご審議のうえ、ご議決いただきますようお願い申し上げます。 


